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▲動画はこちら

▲詳細はこちら

▲市ホームページ

▲詳細はこちら

市では、ごみの減量化・資源化を推進して
います。「まぜればごみ、分ければ資源」を
合言葉に、ごみ・資源物の分別にご協力をお
願いします。
また、ごみ・資源物の分別方法を動画でも
紹介しています（30分程度）。
※動画の視聴には通信料がかか
ります。
□問市民環境課☎32-7861

納税したことの確認には、納税してから
10日程かかる場合があります。
すぐに納税証明書が必要な人は、納税が確
認できる領収書（口座振替の場合は預貯金通
帳）と運転免許証などの身分証明書（代理の
場合は委任状と代理人の身分証明書）を持参
してください。
□問納税課☎24-8808

市内の企業や地域団体などを市職員が訪問
し、申請を受け付けます。
マイナンバーカードは、後日自宅に送付（本
人限定受取郵便）されますので、市役所に出
向くことなく受け取ることができます。
対象団体　市内に住民登録がある人を有する
次の企業や団体など
・市内に事業所を置く企業など
・市内の地域団体（自治会、老人会、サー
クル団体など）

実施日時　平日の午前 10時～午後３時
申込受付期間　令和６年３月末まで
申込条件
・申請希望者が概ね５人以上いること
・申請後２カ月以内に住所変更の予定がな
いこと
・会場や机、イス、電源を準備できること
・事前に申請者名簿の提出や申請者への資
料配付に協力できること

申込方法　事前に電話で日程調
整を行ってください。
□申□問市民環境課☎32-7861

・口座振替が便利です
・納期限までに忘れずに納めましょう

ごみ・資源物の分別に
ご協力を

令和５年４月から納付書に印字されている「地方税統一QRコード（以下 eL－QR）」や「eL番号」
を利用し、スマホアプリやクレジットカードなどで市税の納付ができるようになりました。
■利用可能な税目
令和５年度の固定資産税・都市計画税、および軽自動車税（種別割）
■利用可能な支払方法
eL－QR、および eL番号が印字された納付書を準備のうえ、利用してください。
⑴金融機関などの窓口で納付
納付書裏面に記載された納付場所などに加え、全国の地方税統一QRコード対応金融機関

の窓口で現金納付できます。
※対応金融機関は、地方税お支払サイト内の「よくあるご質問」を確認してください。

⑵地方税お支払サイトや各種スマホアプリ決済で納付
地方税お支払サイトや各種スマホアプリの画面案内に従って電子納付ができます。詳しい
内容や操作方法は、地方税お支払サイト、または各種スマホアプリのホームページを確認し
てください。
※対応スマホアプリは、地方税お支払サイト内の「スマートフォン決済アプリ一覧」をご覧
ください。

■eL－QR納付に関する注意点
・納期限が過ぎた納付書は、利用できない場合があます。
・地方税お支払サイトやスマホアプリ決済で納付された市税は、領収書が発行されません。
・納付した市税は、市が納付を確認できるまで 10日程度かかります。
・納付確認ができるまでは納税証明書の発行ができません。
・すぐに納税証明書が必要な人は、市役所や金融機関窓口で納付し、領収書を市役所窓口に提
示してください。
※地方税お支払サイトの内容や操作に関することは右の二次元コードを確認して
ください。

□問納税課☎24-8808

地方税統一ＱＲコード（ｅＬ－ＱＲ）を
利用して市税が納付できるようになりました
地方税統一ＱＲコード（ｅＬ－ＱＲ）地方税統一ＱＲコード（ｅＬ－ＱＲ）地方税統一ＱＲコード（ｅＬ－ＱＲ）

善意の寄附
【令和５年３月受付分】
ありがとうございました（敬称略）

納税証明書がすぐに必要な人は
領収書などを持参してください

企業・地域団体など対象
マイナンバーカードの出張申請受付

公有財産の公売情報を
市ホームページに随時掲
載しています。
□問財産経営課☎24-8826

公有財産公売情報

６月30日㊎ 納期限
（令和５年度第１期分）

市・県民税
固定資産税・都市計画税

国民健康保険税
介護保険料・後期高齢者医療保険料

氏　名 寄附内容

※このほか、多くの皆さんから「ふるさ
と応援寄附金」をいただいています。

本渡商工会議所
女性会 市福祉基金として
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市は法令に基づき、自衛隊熊本地方協力本部から依頼を受け、自衛官および自衛官候補生の募
集に必要となる募集対象者情報（氏名・住所・生年月日・性別）を、平成28年度までは住民基本
台帳の閲覧で、平成 29年度からは紙媒体で情報提供しています。
しかし、令和５年度の情報提供に関しては、情報提供を望まない意見があることや、他自治体
での除外申請の受付状況を踏まえ、本市でも個人情報の提供を望まない人は「除外申請書」を提
出することで、自衛隊へ提供する名簿から除外することとしました。
対象者　市内に住民登録があり、令和５年度中に以下の年齢になる人
・18歳（平成 17年４月２日～平成 18年４月１日生まれ）
・21歳、または 22歳 ( 平成 13年４月２日～平成 15年４月１日生まれ )
申請者　本人、または保護者など
申請方法　６月15日㊍までに申請書（市ホームページに掲載）を郵送、または持参してください。
※今回申請した人は、令和５年度の名簿から除外されます。
※提供する名簿は、自衛隊が適切に保管し、募集事務以外の用途では使用しないこと、複製をし
ないこと、募集事務の目的終了後は廃棄することなどについて、本市と自衛隊との間で順守事
項を定め、個人情報の厳正な管理を行います。

□申□問総務課☎24-8800

自衛官募集への
対象者情報の提供を希望しない人は申請を
自衛官募集
対象者情報の提供
自衛官募集
対象者情報の提供
自衛官募集
対象者情報の提供

食費などの物価高騰の影響を特に受ける低所得の子育て世帯に対し、特別給付金を支給します。
※令和５年３月分の児童扶養手当受給者、または令和４年度子育て世帯生活支援特別給付金の給
付を受けた人は、申請不要（支給済み）です。
■申請が必要な人
平成17年４月２日から令和６年２月29日までに生まれた子どもを養育している人で、次の
いずれかに該当する人
・ひとり親世帯分
・公的年金給付等を受けていることにより、令和５年３月分の児童扶養手当の支給を受けて
おらず、公的年金などの額を含めた１年間の収入見込額が児童扶養手当の受給水準を満た
している
・物価高騰の影響を受けて家計が急変し、急変後１年間の収入見込額が児童扶養手当の受給
水準になった

・ひとり親世帯以外の低所得の子育て世帯分
・物価高騰の影響を受けて家計が急変し、急変後１年間の収入見込額が住民税均等割が非課
税の人と同様の水準に相当する額以下であると認められる

■支給額　児童１人あたり５万円
■申請期間　６月19日㊊から令和６年２月29日㊍（令和６年２月下旬に生まれた子ども分
については、出生日の翌日から起算して 15日以内）までに申請してください。

□申□問子育て支援課☎27-5400

低所得の子育て世帯に
子育て世帯生活支援特別給付金を支給子育て世帯生活支援特別給付金子育て世帯生活支援特別給付金子育て世帯生活支援特別給付金

●課税限度額の引き上げ
医療費の伸びなどにより保険税負担の増加が見込まれるため、令和５年度から国民健康保険
税の課税限度額（後期高齢者支援金等分）が２万円引き上げられ、104万円となりました。

●低所得世帯に対する軽減判定所得の引き上げ
５割、および２割軽減の対象世帯が拡大されました。

※軽減判定は後期高齢者医療制度に移行した旧国保加入者の所得と人数を含めて判定
※給与所得者等とは、一定の給与所得者、公的年金などの支給を受ける人

□問国保年金課☎24-8802

国民健康保険税の制度が改正されました国民健康保険税国民健康保険税国民健康保険税

農薬の飛散で周囲の人に健康被害が起きないよう、公共施設や住宅地が近い
場所では、以下のことを守りましょう。

□問農業振興課☎32-6792

農薬を使うときは要注意！農薬農薬農薬！

農薬を使う回数を減らす
●栽培前に病害虫に強い作物や樹木、
品種を検討
●連作を避け適切な土づくりに努める
●病害虫や雑草の早期発見に努める
●防虫網など農薬以外で防除
●被害を確認してから防除を行う

令和４年度（改正前）

医 療 給 付 費 分

後期高齢者支援金等分

介 護 納 付 金 分

　 合 計 　

令和５年度（改正後）

令和５年度（改正後）

65 万円
20万円
17万円
102万円

令和４年度（改正前）

７割軽減

５割軽減

２割軽減

43万円＋10万円×（給与所得者等の数－1）

43万円＋10万円×（給与所得者等の数－1）
＋28.5万円×被保険者数

43万円＋10万円×（給与所得者等の数－1）
＋52万円×被保険者数

43万円＋10万円×（給与所得者等の数－1）

43万円＋10万円×（給与所得者等の数－1）
＋29万円×被保険者数

43万円＋10万円×（給与所得者等の数－1）
＋53.5万円×被保険者数

65万円
22万円
17 万円
104万円

農薬を使用するときに守ること
□散布する前に周辺の施設や住民に周知
□使用方法や注意事項を守る
□複数の農薬を混ぜない（特に有機リン系農薬同
士は毒性が強まる）

□粒剤などの飛散の少ない農薬や飛散を抑制する
ノズルを活用

□散布区域に人が入らないように看板などを設置
□通勤・通学時間など人の多い時間帯や風の強い
日は散布しない

□農薬を使う前には
　 チェックしましょう
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▲市ホームページ

農地法に基づき、６月から８月まで、農地
利用最適化推進委員が農地の利用状況を調査
します。
同推進委員は、緑色
の帽子を着用して、推
進委員証を所持してい
ます。農地に立ち入る
こともありますので、
ご理解とご協力をお願
いします。
□問農業委員会事務局☎32-6790

農業者年金を受給している人は６月30
日㊎までに「現況届」の提出が必要です。対
象者には、農業者年金基金から現況届が郵送
されますので、内容を確認して提出してくだ
さい。
□申□問農業委員会事務局☎32-6790 ／各支所

物販店や飲食店等多くの人が利用する施設
に、足の不自由な人やベビーカーを押す人な
ど、いつでも誰もが利用しやすいよう、自動
ドアやスロープ、多機能トイレなどを整備す
る場合、その費用の一部を最大で200万円
補助します。
※詳細は市ホームページに掲載
□申□問建築課☎32-6797

要　件　市内に住所がある団体（５人以上）、
または事業所で、公道から見える場所に植
えること

種　類
●花苗（パンジー、ビオラ、ハボタン、ク
リサンセマム、ナデシコ）

●種子（ネモフィラ、デージー、スイート
ピー）※市販の小袋サイズ

数　量　次のいずれかを選択
●花苗（120 株まで）と種子（20袋まで）
●花苗のみ（150 株まで）
●種子のみ（40袋まで）
※花苗は３種類、種子は２種類まで選択可。
申し込み多数の場合は抽選

配布時期　種子は９月下旬、花苗は 10 月下
旬に配布予定

申込方法　６月９日㊎までに申込書（市ホ
ームページに掲載）を郵送、または持参し
てください。

□郵□申□問〒863-8631（住所不要）
　　　天草市役所・都市計画課☎32-6798
□申各支所

熊本県知事が定める地域森林計画の対象と
なっている森林を伐採する場合は、事前に「伐
採及び伐採後の造林の届出書」の提出が必要
です。
地域森林計画の対象森林は天草広域本部林
務課、または市農林整備課で確認できます。
□問農林整備課☎32-6793

対　象　市内在住の要介護１以上の高齢者などを在宅で介護をしている人
内　容　介護者交流（悩み・意見交換会）、昼食会など
参加料　500円
申込方法　各申込期限までに市社会福祉協議会各支所へ電話で申し込んでください。
■日程と申込期限

介護者同士で交流を深めませんか？

アメリカ・エンシニタス市との姉妹都市交流や韓国・忠清大学校との交流、国内外からの訪問
者への通訳などに対応できる「国際交流市民ボランティア」を随時募集します。
■募集内容
•語学スタッフ…………………市が実施するイベントの通訳・翻訳
•ホストファミリースタッフ…姉妹都市交流や忠清大学との交流などに伴うホームステイの受

け入れ
•国際交流スタッフ……………市が実施する事業の企画運営への協力

■応募条件
•18 歳以上の市民
•ボランティア活動に意欲・興味がある人
•語学スタッフは、日本語および日本語以外の言語を話す、または書くことが
できる人

■申込方法　登録用紙（市ホームページに掲載）を提出してください。
□申□問政策企画課☎27-5052

「国際交流市民ボランティア」募集

農地の利用状況調査を実施

森林を伐採するときは
届出を！

ユニバーサルデザインに
配慮した建築物の整備に補助

秋植え用の花苗などを配布

農業者年金現況届の
提出を忘れずに！

４月分市交際費の支出状況
支　出　先支　出　件　名 金額（円）支出日区  分

16 10,000 東京天草郷友会令和５年度東京天草郷友会総会会　費

20 9,020 水の平焼来客・訪問用お土産品（陶磁器）雑　費

20 4,600 有限会社　みつみ来客・訪問用お土産品（お菓子）雑　費

24 3,500 合資会社　木原都堂来客・訪問用お土産品（お菓子）雑　費

□問 秘書課☎24-8816※累計は、令和５年４月からの合計です。

合　計 27,120円 累　計 27,120円

地　区

本 渡

牛 深

有 明

御所浦

倉 岳

栖 本

新 和

五 和

天 草

河 浦

７ /５㊌

６/22㊍

６/16㊎

６/19㊊

６/14㊌

６/19㊊

７/12㊌

７/14㊎

６/14㊌

６/20㊋

開催日

10：00～ 14：00

10：00～ 14：00

10：30～ 14：00

9：30～ 15：10

10：30～ 13：30

9：30～ 13：00

9：15～ 14：00

9：00～ 14：00

10：00～ 14：00

10：00～ 13：30

時　間 ところ

牛深温泉センター
「やすらぎの湯」

天草下田温泉センター
「白鷺館」

幸寿司（五和町）

新和町民センター

天草下田温泉センター
「白鷺館」

栖本温泉センター
「河童ロマン館」

海老の宮川志柿店

牛深温泉センター
「やすらぎの湯」

・市社会福祉協議会本渡支所
・海老の宮川亀川店

申込期限

６/28㊌

６/15㊍

６/12㊊

６/12㊊

６ /９㊎

６/12㊊

７ /５㊌

７ /７㊎

６ /９㊎

６/13㊋

申し込み
問い合わせ

河浦支所
☎76-1401

天草支所
☎42-0678

五和支所
☎32-1076

新和支所
☎46-3770

栖本支所
☎66-3367

倉岳支所
☎64-3895

御所浦支所
☎67-3782

有明支所
☎53-0110

牛深支所
☎72-2904

本渡支所
☎24-0100

・ガラス工房カリヒロ（五和町）
・木末（本渡町本渡）

こぬれ
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くらしの情報 くらしの情報

▲ホームページ

▲詳細はこちら

▲詳細はこちら

▲法務局
ホームページ

天草市民センターホールは、照明設備改修
工事のため、12月４日㊊から利用を休止し
ます。ご不便をおかけしますが、ご理解とご
協力をお願いします。
※ホール以外は通常どおり利用できます。
□問天草市民センター☎22-4125

海水浴場に行く際は、命を守るために次の
点に注意しましょう。

・遊泳区域以外では泳がない
・お酒を飲んだら泳がない
・子どもから目を離さない
・沖に向かって風が吹いている時は、浮き

輪などの使用を控える
・ライフジャケットを着用する
・波が高い場合は海に近づかない
万が一事故に遭った時や事故を目撃した時

は、海上保安庁緊急通報電話番号「118番」
へ急いで通報をお願いします。

遊泳中の事故防止に役立つ安
全情報は、海上保安庁ホームペ
ージ「ウォーターセーフティガ
イド遊泳編」をご覧ください。
□問熊本海上保安部交通課☎0964-52-3105

と　き　６月 24 日から７月 29 日までの毎
週土曜日（計６回）午後１時 30 分～４時

ところ　市役所五和支所
参加料　3,000 円
定　員　８人（先着順）
申込方法　６月20日
㊋までに電話で申し込
んでください。

□申□問 御領まちづくり振興会（御領地区コミュ
ニティセンター内）☎32-0324

道路や歩道への木の枝の張り出しや倒木が
原因で歩行者、自動車などに損害を与えた場
合、樹木の所有者が管理責任を問われること
があります。道路沿いの木が生えている土地
を所有している人は、定期的に樹木の点検を
行い、危険な場合は伐採するなどの対応をお
願いします。
□問県道路保全課☎096-333-2495

飼い主のいない猫に対して間違った世話を
すると、近隣の生活環境の悪化などにつなが
ります。

餌を与える場合は、置き餌は絶対にやめ、
飼い主のいない猫をこれ以上増やさないため
に避妊・去勢を行いましょう。

県では、飼い主のいない猫に対する避妊・
去勢手術費の補助を行っています。
□問天草保健所☎23-0299

と　き　７月13日㊍・14日㊎の２日間
ところ　複合施設ここらす
定　員　50 人（先着順）
受講料　4,000 円

（後日納付書をメールで送信）
申込方法　６月５日㊊から９日㊎までに申

込書（ホームページに掲載）を
メールで提出してください。

□申□問天草広域連合消防本部予防課
　　☎22-3305 ／各消防署・分署

道路に落ちた大きな泥などは、歩行者や自
転車、バイクの転倒につながる恐れがあり、
自動車の走行の妨げにもなり大変危険です。

農作業後に、トラクターやコンバイン等で
田や畑から公道に出る際は、機械に付いた泥
などを落としてから走行してください。

また、道路を汚してしまった場合は、速や
かに泥等の撤去を行うなどの清掃をお願いし
ます。

マナーを守り、交通安全と環境美化に心が
けてください。
□問農業振興課☎32-6792

天草市に住んでいる外国人のみなさん、日
本語の会話や読み書きを一緒に勉強しません
か。いろんな国から来た人が参加しています。
日本の文化や習慣も知ることができますよ。
知り合いの外国人を誘ってください。
と　き　７月６・13・20・27日

全て木曜日の午後６時 30 分～８時
ところ　複合施設ここらす
申込方法　各開催日の前日まで

に、電話かホームページの問
い合わせフォームで名前と連
絡先を教えてください。

□申ワールドフレンズ天草の野﨑さん
　☎090-9652-5489
□問政策企画課☎27-5052

認知機能の低下や自分の認知機能の特徴を
調べることができ、結果説明会では、苦手な
分野のトレーニング方法などを学ぶことがで
きます。

もの忘れが気になる人や認知症予防に取り
組みたい人など、ぜひご参加ください。
と　き　チェック会：６月22日㊍
　　　　結果説明会：７月20日㊍
　　　　※いずれも午後２時～４時
ところ　栖本福祉会館
定　員　20 人（先着順）
申込方法　６月15日㊍までに電話で申し

込んでください。
□申□問高齢者支援課☎24-8864

所有者不明土地問題の解決に向けて、令和
６年４月１日から相続登記の申請が義務化さ
れます。

相続や遺言による贈与により不動産（土地
や建物）を取得した相続人は、その取得を知
った日から３年以内に相続登記の申請が必要
となります。

詳しくは、法務局にお尋ねください。
なお、遺言者自らが書いた「自

筆証書遺言書」の紛失や改ざん
などを防ぐため、遺言書を法務
局で保管する制度もご利用くだ
さい。
□問熊本地方法務局天草支局☎22-2467

熊本日日新聞社と共催で、金婚夫婦を表彰します。
対　象　昭和 48年に結婚して満 50年を迎える夫婦
申込方法　６月１日㊍～７月７日㊎までに電話、またはハガキ・FAX（住所・夫婦の氏名〔フ
リガナ〕・年齢・結婚年月日・電話番号を記入）で申し込んでください。

□郵□申□問〒863-8631（住所不要）天草市役所・高齢者支援課☎24-8864 ／ FAX27-0155

結婚50周年を迎える金婚夫婦を募集金婚夫婦金婚夫婦金婚夫婦

道路に泥などを
落とさないよう注意を

７月の外国人のための
「くらしの日本語教室」

「脳いきいき度チェック・
結果説明会」参加者募集

海水浴場での
水難事故に注意しましょう

相続登記の申請が
義務化されます

飼い主のいない猫との
向き合い方

御領石で
お地蔵さん作り講座

天草市民センターホールを
12月４日～28日まで利用休止します

甲種防火管理新規講習会を
開催

道路沿いの樹木は適正な管理を
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